
  

令和 ２ 年                                   第１１ 号            

     

６ 月 ２３ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あおり運転」は、重大な交通事故につな

がる悪質・危険な行為です。 

運転中のイライラは禁物です。 

車を運転する際は、周りの車の動きなどに

注意して、平常心で自分の運転に集中して心

にゆとりある運転に努めましょう。 

あおられているのでは？と感じた時は、落

ち着いて後続車に道を譲る、近くの駐車場に

入るなどしてトラブルを避けましょう。 

万が一、相手が降りてきた時は、 

車のドアや窓を開けずに速やかに 

１１０番通報してください。 

 ドライブレコーダーがあれば、 

相手の行為を立証しやすくなります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 


